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【令和８年 4 月採用者向け】 

令和８年度東京都公立学校教員等奨学金返還支援事業 募集要項 

 東京都教育委員会（以下「都教委」という。）では、東京の将来を支える人材として不可欠である教

員を安定的に確保することを目的に、東京都公立学校教員又は東京都公立幼稚園教諭として本事業開始

以降初めて採用された方に、一定期間勤務することを条件として、日本学生支援機構その他都教委が認

める機関（以下「奨学金貸与団体」という。）から大学等在学時に貸与を受けた奨学金の返還を支援

し、経済的負担を軽減する事業（以下「本事業」という。）を実施します。 

 この案内は、令和８年 4 月 1 日に東京都公立学校の教員又は東京都公立幼稚園の教諭として採用され

た方を対象に、奨学金貸与団体への奨学金の返還支援を希望する方を募集するものです。 

 

１ 補助金交付までの主な流れ 

 時 期 行為主体 内 容 

１ 
令和８年 4 月 13 日 

～令和８年 6 月 1５日 
本人⇒都教委 ・補助金の交付申請 

２ 令和８年 10 月頃 都教委⇒本人 ・補助金の交付決定 

３ 
採用２年目～11 年目 

（毎年度 1 回） 
都教委⇒奨学金貸与団体 ・補助金の交付 

 

２ 対象者 （補助金交付要綱第４条関係） 

  下記のすべてに該当する方であれば、補助金の交付を申請することができます。 

（１） 次のいずれかに該当する方 

なお、令和８年４月１日以降に採用予定の選考に合格し、前倒しによって 4 月 1 日より前に採

用された者は、令和８年４月１日を採用日とみなします。 

ア 令和７年度に実施した東京都公立学校教員採用候補者選考に合格し、採用候補者名簿に登載さ

れた後、令和８年 4 月１日までに東京都公立学校の教員として本事業開始以降初めて採用された

方 

イ 令和８年４月１日に東京都公立幼稚園に正規教諭として本事業開始以降初めて採用された方 

ウ ア以外で東京都の区域内に存する区市町村が実施した教員採用候補者選考に合格し、令和８年

４月１日に東京都区市町村立学校に正規教員として本事業開始以降初めて採用された方 

エ 令和７年度に実施した東京都公立学校教員適性選考に合格し、採用候補者名簿に登載された

後、実習助手又は寄宿舎指導員から令和８年 4 月１日までに本事業開始以降初めて東京都公立学

校教員として採用された方 

オ 令和６年度に実施した東京都公立学校教員採用候補者選考に合格し、採用候補者名簿に登載さ

れた後、名簿登載期間を延長し、令和８年 4 月１日までに東京都公立学校の教員として本事業開

始以降初めて採用された方 

（２） 大学院を除く大学等において、奨学金貸与団体から奨学金の貸与を受けていた方  
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（３） 大学院を除く大学等において貸与を受けた奨学金の返還残期間の終了日が令和９年 4 月以降で

あり、交付申請時点で奨学金の返還を延滞していない方 

（４） 本補助金の交付について、都が奨学金貸与団体の代理返還制度を活用して、貸与を受けている

奨学金貸与団体に対して直接支払うことを了承する方 

※年度途中から採用された方（令和８年 4 月２日以降採用）は、次年度の募集で交付申請を

行うことができます。 

※返還残期間が令和９年 3 月以前の場合は支援対象となりません。 

※交付申請時点で延滞が解消されていれば、支援対象です。 

※令和 5 年度以前に実施の東京都公立学校教員採用候補者選考に合格し、採用候補者名簿登載後、 

名簿延長により令和８年 4 月 1 日採用となった方は、支援対象となりません。 

※下記のいずれかの奨学金返還支援事業による支援を受けていた方が退職し、退職後１日以上期間を

空けず引き続いて東京都公立学校教員又は東京都公立幼稚園教諭として採用され、上記の要件を満

たした方は、本事業の対象となります。補助金の額は、大学院を除く大学等において貸与を受けた奨

学金に対して前職で交付決定を受けた金額のうち、未交付分の額とします。 

ただし、前職退職時から東京都公立学校教員又は東京都公立幼稚園教諭として採用されるまでに、期

間 1 日以上が空いている場合には、本事業の対象となりません。 

・東京都知事部局が実施する技術職、消防職員及び私立学校教員向け奨学金返還支援事業 

・警視庁が実施する警察職員向け奨学金返還支援事業 

・東京消防庁が実施する消防職員向け奨学金返還支援事業 

  

３ 補助金の額 （補助金交付要綱第５条関係） 

補助金の額は、大学院を除く大学等の在学時に貸与を受けた奨学金の額のうち、交付申請日が属す

る年度の 4 月 1 日時点の返還残額の 2 分の１（100 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる

ものとする。）の額です。ただし、一人 150 万円を上限とします。 

※日本学生支援機構の第一種奨学金及び第二種奨学金どちらも支援対象になります。 

※第三者による代理返還制度があり、公的機関等が実施する貸与型奨学金で、都教委が認める奨

学金も対象になります。当該奨学金については、都教委が個別に判断します。 

※日本学生支援機構の利子については、交付申請時に提出する奨学金返還証明書に記載されてい

る年利率が返還終期まで固定されるものとみなし、返還残高を算出します。 

 

４ 交付申請 （補助金交付要綱第７条関係） 

 （１）申請期間  

 令和８年 4 月 13 日（月）10 時 00 分 ～ 令和８年 6 月 15 日（月）17 時 00 分 

    ※申請期間後の申請は受け付けられません。 

    ※手続に時間がかかる場合がありますので、時間に余裕をもって申請してください。 
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（２）申請方法 

下記リンク先のフォームにて必要事項を記入し、必要書類を添付して申請してください。 

提出書類の様式は、下記フォームにてダウンロードできます。 

交付申請用フォームリンク：https://logoform.jp/form/tmgform/1480828 

※Logo フォーム未登録の方は申請前に登録が必要です。 

 

 

 （３）提出書類  

ア 返還誓約書（申請フォームの「同意・誓約事項」の記入により提出とみなします。） 

イ 奨学金の借入を証する書類（詳細は下記注意事項１参照） 

ウ 在職証明書（上記２（１）イ又はウに該当する方のみ） （別記様式第３号） 

     所属する区市町村教育委員会（任命権者）に様式を渡し、証明を受けてください。 

エ その他都教委が必要と認める書類 

※場合により、交付決定後も都教委が書類の提出を求める場合があります。 

  



4 

 

 

 

  ≪申請に当たっての注意事項≫ 

１．提出書類「奨学金の借入を証する書類」について 

 日本学生支援機構の奨学金について交付申請する場合は、下記の３つの書類をすべて提出してく

ださい。また、10 よくある質問の 1~3 も必ず確認してください。 

① 「貸与奨学金返還確認票」 

② 「奨学金返還証明書(令和８年 4 月１日以降発行)」 

③ 「奨学金返還額証明書（証明期間：令和８年 4 月 1 日～）」 

 

日本学生支援機構以外の奨学金について交付申請する場合は、下記の事項が全て分かるように奨

学金貸与団体発行の書類を提出してください。 

① 本人氏名、生年月日、住所等、本人確認できる情報 

② 大学等（補助金交付要綱第 3 条(1)）における奨学金であること 

③ 令和８年 4 月 1 日時点の返還残額 

④ 返還期間 

⑤ 奨学金の返還を延滞していないこと 

 

２．複数の奨学金を借りている場合の取扱い（第一種奨学金と第二種奨学金を併用している場合等） 

 ①返還残額が 300 万円以上の奨学金がある場合 

  返還残額が 300 万円以上の奨学金のうち、任意の一つを選んで申請してください。 

  複数の奨学金について申請することはできません。 

 ②すべての奨学金の返還残額がそれぞれ 300 万円未満の場合 

  ・返還残額が 1 番多い奨学金の 2 分の１の金額がその奨学金の補助金額（A）となります。 

  ・返還残額が２番目に多い奨学金の 2 分の１の金額と、150 万円から上記（A）を差し引いた

金額を比較し、少ない方の金額を、2 番目の奨学金の補助金額（B）とします。 

  ・（A）と（B）の合計額が、補助金の額です。 

※（A）と（B）の合計額が、150 万円未満であり、3 番目の奨学金がある場合は、150 万円か

ら（A）と（B）の合計額を差し引いた金額と、3 番目の奨学金の返還残高の 2 分の１を比較

し、少ない方の金額を、3 番目の奨学金の補助金額とします。 

 

３．交付決定の通知を受けた方は、必要に応じて代理返還制度が利用できるように手続を行ってく

ださい。日本学生支援機構では、「返還期限猶予中」又は「減額返還中」の場合は、代理返還制

度を利用することができません。令和９年３月 31 日までに、本人が手続を行い、上記の状態を

解消してください。 
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５ 交付対象期間と補助金の交付方法 （補助金交付要綱第６条及び第 12 条関係） 

  東京都公立学校や公立幼稚園に勤務した期間（休業及び休職期間含む。）に応じて、補助金の交

付を受けられます。補助金は、令和９年度から毎年度１回、奨学金貸与団体に対して、代理返還制

度を活用して直接支払う方法により、交付対象者に交付します。（日本学生支援機構の奨学金で定額

返還方式を選択している場合、代理返還は先掛返還での支払いを予定しています。） 

  奨学金貸与団体への支払は、毎年度７月以降を予定しています。 

毎年度交付額及び交付回数は次によります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 奨学金貸与団体の代理返還制度に準じて交付するため、奨学金貸与団体や本人が選択した返還

方法により、毎年度の交付額及び交付方法が、本要項とは異なる場合があります。 

※ 日本学生支援機構の所得連動返還方式を選択し、上記の交付額及び交付方法を適用できない場

合に、返還総額を踏まえ、事業目的に沿って交付対象期間を一定期間確保できるよう、毎年の交

付額を決定します。 

※ 東京都が交付決定した毎年度の支払が継続している途中で、本人が繰上返還を行う等により奨

学金が全額返還された場合、残りの期間の交付は行いませんので、御注意ください。 

※ 毎年４月 1 日時点に東京都公立学校教員又は東京都公立幼稚園教諭として在職していることを

確認後、交付を行います。４月１日より前に退職した場合又は在職が確認できなかった場合に

は、以降の交付は行いません。 

  交付決定を受けた方のうち、上記２（１）イ又はウに該当する方は、交付が行われる年度の 4

月１日の在職状況が確認できる在職証明書を毎年 4 月末までに提出する必要があります。 

【返還残期間が令和 19 年（西暦 2037 年）4 月以降の場合】 

・毎年度交付額 ＝ 交付決定額 ÷ １０ （小数点以下の端数が生じた場合は切り捨て） 

・交付回数１０回 

 

【返還残期間が令和 19 年（西暦 2037 年）3 月以前の場合】 

交付決定額を残りの奨学金返還期間に応じた数で除した額を毎年の交付額とします。 

返還残期間の終了日 毎年度交付額 交付回数 

令和１８年４月～令和１９年３月 交付決定額÷９ ９ 

令和１７年４月～令和１８年３月 交付決定額÷８ ８ 

令和１６年４月～令和１７年３月 交付決定額÷７ ７ 

令和１５年４月～令和１６年３月 交付決定額÷６ ６ 

令和１４年４月～令和１５年３月 交付決定額÷５ ５ 

令和１３年４月～令和１４年３月 交付決定額÷４ ４ 

令和１２年４月～令和１３年３月 交付決定額÷３ ３ 

令和１１年４月～令和１２年３月 交付決定額÷２ ２ 

～令和１１年３月 交付決定額÷１ １ 

 

※上記は、日本学学生支援機構の奨学金で、定額返還方式を選択している場合です。 
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※ 交付決定後、地方公務員法第 29 条第１項の規定による懲戒処分として停職の処分を受けた場

合、停職期間が生じた月数分の金額を毎年度交付額から控除して交付します。（月の途中に一日

でも停職期間が生じた場合は一月と数えます。） 

   

【交付金額算定例】 

※下記は、日本学生支援機構による定額返還方式に基づく交付金額算定例です。奨学金貸与団体

や本人の返還方法により、算定方法が変わる場合があります。 

  

（例１）＊貸与総額 3,072,000 円  

＊交付申請時の返還残額 3,072,000 円で、返還残期間が 2043 年３月までの場合 

 

補助金交付額：1,500,000 円（3,072,000 円 ÷ 2 ＝ 1,536,000 円）※上限 150 万円 

毎年度交付額：150,000 円（1,500,000 円 ÷ 10 ＝ 150,000 円） 

交付決定額 
採用 

1 年目 

採用 

2 年目 

採用 

３年目 

採用 

４年目 

採用 

５年目 

採用 

６年目 

採用 

７年目 

採用 

８年目 

採用 

９年目 

採用 

10 年目 

採用 

11 年目 

1,500,000 0 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

 

 

(例２) ＊貸与総額 3,072,000 円 

＊交付申請時の返還残額 1,450,692 円で、返還残期間が 2035 年 10 月までの場合 

      

補助金交付額：725,300 円（1,450,692 円÷２＝725,346 円）※100 円未満の端数切捨て 

毎年度交付額：90,662 円（725,300 円÷８＝90,662 円） 

交付決定額 
採用 

1 年目 

採用 

2 年目 

採用 

３年目 

採用 

４年目 

採用 

５年目 

採用 

６年目 

採用 

７年目 

採用 

８年目 

採用 

９年目 

採用 

10 年目 

採用 

11 年目 

725,300 0 90,662 90,662 90,662 90,662 90,662 90,662 90,662 90,662 - - 

＊仮に、本人が繰上返還を行い、交付申請時から採用７年目の６月に完済した場合、採用 8 年

目、9 年目の交付は取消します。 

 

６ その他の手続 （補助金交付要綱第９条及び第 11 条関係） 

 （１）交付申請後、申請内容に変更が生じた場合は、変更承認申請をしてください。 

 （２）在職証明書の提出対象者は、交付対象期間中、毎年度 4 月１日時点の在職証明書を提出してく

ださい。 

 （３）申請・提出方法は最新のホームページを御参照ください。 

 

７ 交付決定の取消し （補助金交付要綱第９条及び第 11 条関係） 

  下記の事項に該当した場合、交付決定の一部又は全部を取り消します。 

（１） 補助金の支払日の属する年度の 4 月１日の在職が確認できなかった場合 

（２） 地方公務員法第 29 条第１項の規定による懲戒処分として停職又は免職の処分を受けた
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場合 

（３） 奨学金の返還を免除された場合 

（４） 本事業の補助範囲について、他の団体から二重に奨学金返還支援を受け、不当に利得を

得た場合。 

（５） 補助金の交付を受けるため、虚偽の申告又はその他不正の行為を行った場合 

（６） 奨学金貸与団体へ代理返還できない場合 

 

８ 個人情報の取扱いについて 

  都教委が保有する情報について、本事業実施の目的に限り、必要な範囲内で関係機関に提供する場

合がありますので、御了承ください。 

 

９ 問合せ先 

  最新のホームページを御参照ください。 
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10 よくある質問 

 

申請書類について 

１ Q. 日本学生支援機構で奨学金の貸与を受けていますが、「奨学金返還証明書」、「奨学金返還

額証明書」はどのように発行すればよいですか？ 

 

A. 書類の発行元である日本学生支援機構に御相談ください。 

２ Q. 貸与奨学金返還確認票を紛失してしまい再発行できない場合、どうしたらよいですか？ 

 

A. 氏名・生年月日・奨学生番号が印字されている書類であれば代替可能です。 

上記代替書類が御準備いただけない場合、まずはその他の必要書類を御提出ください。ただ

し、場合により追加で書類の御提出をお願いすることがございますので、予め御了承くださ

い。 

３ Q. 「奨学金返還額証明書」の証明期間の終期はどうすればよいですか？ 

 

A. 日本学生支援機構への発行依頼日としてください。ただし、その他の書類の発行日等によ

っては、対象期間を指定して再提出をお願いする場合がございますので、予め御了承くださ

い。 

４ Q. 返還方法が所得連動返還方式の場合、申請フォームの返還期間の終期や返還回数の入力

はどうすればよいですか？ 

 

A. 現時点での見込みを御入力ください。 

５ Q. 返還誓約書はどのように提出すればよいですか？ 

 

A. 申請フォームの「同意・誓約事項」の記入により提出とみなします。申請フォームに書類

データを添付して提出する必要はございません。 
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支援可否（=対象となるかどうか）について 

６ Q. 自分が貸与を受けている奨学金（日本学生支援機構以外）は対象となりますか？ 

 

A. はじめに、ホームページに掲載の「支援対象となる貸与型奨学金」の一覧表を御覧くだ 

さい。本一覧表に掲載されていない奨学金については申請前にお問い合わせください。 

７ Q. 親名義の教育ローンは対象となりますか？ 

 

A. 御本人以外の名義で貸与を受けていた奨学金については対象外です。 

８ Q. これまで奨学金返還を延滞したことがあります。支援の対象となりますか？ 

 

A. 交付申請時に延滞の状態が解消されていれば支援の対象となります。 

９ Q. 過去に東京都の公立学校で正規教員としての勤務経験があるが、対象となりますか？ 

 

A. 令和 6 年度以前に退職した場合には対象となります。一方、令和 7 年度以降に退職した場

合は対象外となります。 

１０ Q. 年度途中に採用となった場合は、支援の対象外ですか？ 

 

A. 前倒し採用により、令和８年 4 月 1 日までの採用であれば、対象となります。令和８年４

月２日以降の採用者は、今回の募集では対象となりませんが、次回の募集期間に対象となる

予定です。採用後に到来する最初の４月に交付申請することができます。 

 例えば、令和８年 6 月１日採用の場合、令和９年４月に交付申請し、交付決定を受けた場

合は、令和 10 年度から交付を開始します。 

１１ Q. 令和７年度東京都公立学校教員採用候補者選考（令和８年度採用）で期限付任用教員採

用候補者名簿に登載され、令和８年４月１日から採用されました。支援の対象となります

か？ 

 

A. 期限付任用教員の方は対象外です。正規教員等として採用された方が対象です。 

１２ Q. 他の企業や団体から奨学金代理返還支援を受けています。支援の対象となりますか？ 

 

A. 他の団体からの奨学金代理返還支援が、本事業の補助対象範囲外であれば、本事業の支援

を受けることは可能です。 

例えば、返還残高が 300 万円の奨学金の場合、本事業での補助金の額は 150 万円となりま

す。本事業で支援しない残りの 150 万円について、他の団体から支援を受けることは可能で

す。 
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その他 

１３ Q. 特例選考⑥で免許取得猶予の名簿延長をしました。いつから交付申請できますか？ 

 

A. 採用後に到来する最初の４月 1 日が属する年度に交付申請できます。 

  令和７年度東京都公立学校教員採用候補者選考（令和８年度採用）に合格し、令和 10 年

４月１日まで名簿延長をした後、令和 10 年４月１日に採用された場合、令和 10 年の４月に

交付申請を行い、交付決定を受けた場合は、令和 11 年度から交付が始まります。 

なお、令和５年度以前に実施した採用選考の名簿登載者で、名簿延長により令和８年４月１

日に採用された者は対象になりません。 

１４ Q. 育児休業を取得した場合、補助金の交付はなくなってしまいますか？ 

 

A. なくなりません。 

育児休業、病気休業、病気休暇を取得しても、補助金は引き続き交付されます。 

ただし、懲戒処分による停職を受けた場合は、停職期間分を控除した額を交付します。 

１５ Q. 採用後、在外教育施設派遣となった場合、補助金の交付はなくなってしまいますか？ 

 

A. なくなりません。 

１６ Q.奨学金の返還猶予や減額返還を行っていてもよいですか？ 

 

A. 申請時点では奨学金の返還猶予や減額返還などを行っていても問題ありません。交付決定

の通知を受けた方は、令和９年３月 31 日までに返還猶予や減額返還を中止してください。 

１７ Q. LoGo フォームの操作方法等が分からないのですが、どうすればよいですか？ 

 

A. 以下を御確認ください。 

（LoGo フォームに関するよくあるご質問）https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/ 

 

https://logoform.tayori.com/q/logo-faq/

